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「事業スキーム検証の視点」を踏まえた２３年度予算案の対応について 

 

「事業スキーム検証の視点」（平成２２年１１月９日部長会議における知事指示）を踏まえ、２３年

度当初予算案の中では、下記のような取組みを実施。 

 

１ 市場原理を可能な限り尊重 

 
① 特定の団体を固定化しない （他の団体が参入できる状況を確保） 

→ ある団体による行政サービスが広く浸透していても、サービス受益者による選択が行われるよう、 
競争環境を設定する 

〔平成 23 年度当初予算における取組例〕 

○小規模事業者に対する支援（小規模事業対策費、経営力向上緊急支援事業費） 

  ⇒22 年度から、エンドユーザーである小規模事業者が商工会や商工会議所が行う経営相談等（小

規模事業対策費）か、中小企業診断士や税理士などの民間専門家が行う経営相談等（経営力向

上緊急支援事業費）かを選択できる仕組みを導入 

○大阪府中小企業団体中央会への補助（中小企業組織化対策費） 

  ⇒中央会への補助を見直し、エンドユーザーである中小企業組合等が支援元を幅広く選択できる

仕組みに再構築 

○大阪府畜産会への委託（畜産経営体基盤強化事業） 

  ⇒23 年度から、他団体が参入できる状況を確保するため、事業者を公募により選定 

○大阪府人権協会への補助（人権相談・啓発事業等補助金） 

  ⇒24 年度からを目途に、事業実施主体を公募により選定 

○大阪観光コンベンション協会への負担金・補助金 

  ⇒府・市・民間の連携事業等を除き、府独自事業や他府県連携事業（海外プロモーション等）の実施

主体を公募により選定 

 
② サービス受益者による選択を重視 （行政サービスをサービス受益者の選択に常に晒す） 

→ サービスの提供・対価の支払い＝市場原理のスキームに組み直す 
〔平成 23 年度当初予算における取組例〕 

○実践的キャリア教育・職業教育の実施 

  ⇒高校の校長マネジメントにより、企業、外部人材、専門学校等と連携して、各学校のニーズに応じ

た実践的なキャリア教育・職業教育プログラムを実践（公私問わず 60 校程度、生徒負担あり） 

○大阪ミュージアム構想 

  ⇒モバイルガイドシステムの構築について、一定の広告事業収入の確保を条件に事業実施 

○木造住宅の耐震化（まちまるごと耐震化） 

  ⇒耐震化を進める地区の自治会等が、府に登録された事業者グループの中から主体的に事業実施

グループを選定 
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→ 行政目的から府民の支払い対価を抑える必要がある場合には、サービスの提供者に公金を投入する

のではなく、サービスの受益者に公金を投入 
〔平成 23 年度当初予算における取組例〕 

○私立高校等授業料支援補助金 

  ⇒生徒の修学上の経済的負担を軽減し、自由な学校選択の機会を提供するため、中間所得層まで

授業料支援の補助対象を拡充 

○木造住宅の耐震化に対する補助 

  ⇒木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断、改修設計、耐震改修に対して助成 

 
→ サービスの提供とその対価の支払いという形でどうしても構成できないもの、サービス受益者の対価

支払抑制への公金投入ではどうしても解決できないものは、社会の装置・公器として、サービスの提

供側に公金投入＝対価無料 
〔平成 23 年度当初予算における取組例〕 

○小児救急電話相談 
  ⇒子どもの急病時保護者に小児科医の支援体制のもとで看護師が助言を行う電話相談を大阪府医

師会に委託 

○救急医療情報システムの整備・運営 

  ⇒広域災害・救急医療情報システムの整備及び管理運営を大阪府医師会に委託 

○看護師等の人材確保 

  ⇒大阪府における看護職員の養成、確保を促進するため、看護協会をナースセンターに指定し業

務を委託 

○民間施設における一時保護児童の受入れ 
  ⇒府が一時保護児童の受入れを委託している施設に対し、行動観察、活動支援業務等に従事する

職員配置に必要となる費用を措置費に加算 

○障がい児者の入所施設への処遇改善支援員の派遣 
  ⇒入所施設に第三者として処遇改善支援員を派遣し、処遇内容等のチェックを通じて施設自らの 

サービス改善の取組みを支援 

 
③ 厳格な PDCA チェック（ニーズに合わなくなれば素早く終了・撤退） 

→ 継続することを前提に小手先の変更・改革はしない 

〔平成 23 年度当初予算における取組例〕 

○御堂筋イルミネーション 

  ⇒24 年度以降については事業検証の上、検討 

○上方演芸資料館 

  ⇒23～24 年度入館目標者数の達成状況等を見極め、施設の存続を判断 

○ライトアップと水辺のにぎわい創出（橋りょうライトアップ等の景観整備） 

  ⇒24 年度で一旦事業を終了し、効果検証等を行った上で以降の事業継続を判断 

○中之島にぎわいの森づくり 

 ⇒共同事業者の事業撤退に伴うリスクを回避することを条件として事業を実施 

○都市農業への参入サポート 

  ⇒23 年度上半期に、新規参入企業数や準農家数の目標が達成できない場合は、事業終了 

○公共交通シームレス計画 

  ⇒23 年度中に計画策定が完了しない場合は、事業廃止 
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２ 公が介入する領域をはっきりとさせ、公金投入の流れは透明化 

 
○ 公金投入は、より透明な経路で （公の目的があるなら、真正面から公金投入） 

→ 行政目的の事業スキームなのか、市場原理に基づく事業スキームなのか、はっきりとさせる 

〔平成 23 年度当初予算における取組例〕 

○中小企業向け融資 

  ⇒セーフティネットと成長支援というそれぞれの施策目的に応じた事業スキームに再構築（金融機関

提案型融資を創設） 

○箕面有料道路の料金割引社会実験 

  ⇒箕面有料道路の利用促進を図るとともに、箕面森町の保留地販売促進など地域の活性化にも寄

与する、通行料金の割引を実施し、それによって生じる大阪府道路公社の減収分を一般会計か

らの補助により補てん 

○大阪国際空港周辺環境対策（民家防音工事） 

  ⇒空港周辺の住宅所有者等が実施する空調機器にかかる３回目の更新工事に対しては、府からの

補助をとりやめ 

 

→ 間に団体は介在させない＝事業スキームを装わない 
〔平成 23 年度当初予算における取組例〕 

○宝くじの広報（社会貢献広報事業） 

  ⇒これまで（財）日本宝くじ協会、（財）自治総合センターの補助を受けて実施してきた普及宣伝の仕

組みが廃止され、発売団体自らが、宝くじ収益金を充当した事業をもって広報を実施 

（H22.12.14 全国自治宝くじ協議会議決） 

○大阪府中小企業団体中央会への補助（中小企業組織化対策費） 

  ⇒中央会への補助を見直し、先進的事業又は課題解決に積極的に取り組む中小企業組合（エンド

ユーザー）に対して直接支援する仕組みに再構築 

 


